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○
な
ぜ「
後
期
高
齢
者
医
療
」 

　

な
の
？

　

わ
が
国
で
は
、
だ
れ
も
が
安
心
し
て

医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
医
療

制
度
が
実
現
し
、
世
界
最
長
の
平
均
寿

命
や
高
い
医
療
・
保
健
水
準
を
達
成
し

て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
急
速
な
少
子
高
齢

化
の
進
行
、
経
済
低
成
長
へ
の
移
行
、

国
民
生
活
や
意
識
の
変
化
に
直
面
し

て
お
り
、
国
民
皆
保
険
制
度
を
堅
持

し
、
医
療
制
度
を
将
来
に
わ
た
り
維
持

可
能
な
も
の
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、

そ
の
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

○
伸
び
続
け
る
医
療
費

　

国
民
医
療
費
は
平
成　

年
度
で
約
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兆
円
。
年
間
１
兆
円
ず
つ
伸
び
る
傾

32向
に
あ
り
、
そ
の
伸
び
率
は
国
民
所
得

の
伸
び
率
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
高

齢
者
の
医
療
費
で
す
。
1
人
当
た
り
の

医
療
費
で
見
る
と
、　

歳
未
満
は
年
間

75

約　

万
円
で
あ
る
の
に
対
し
、　

歳
以

20

75

上
は
年
間
約　

万
円
と
約
４
倍
の
開

82

き
が
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ
、
今
後
も
高

齢
者
の
医
療
費
が
国
民
医
療
費
に
占

め
る
割
合
は
増
加
し
、
平
成　

年
度
に

37

お
い
て
は
半
分
程
度
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。　

○
負
担
の
明
確
な
制
度
へ

　

増
大
す
る
医
療
費
を
賄
っ
て
い
く

た
め
に
は
、
費
用
負
担
者
で
あ
る
国
民

の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
す
。
こ
の

た
め
に
は
、
現
役
世
代
、
高
齢
者
世
代

を
通
じ
て
負
担
が
明
確
な
制
度
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
ね
ら
い
か
ら
新
し
い

高
齢
者
医
療
制
度
「
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
」
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
運
営　

　

の
し
く
み

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
に
係
る
費
用
の
う
ち
、
医
療
機
関
で
支
払

う
自
己
負
担
を
除
い
た
分
を
、
公
費
（
国
・

県
・
市
町
村
）
が
５
割
を
負
担
、
現
役
世
代
か

ら
支
援
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
＝
若
年
者
の
保

険
料
）
が
４
割
を
負
担
し
、
残
り
の
１
割
を
後

期
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
保
険
料
で
賄

う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、　

歳
（
一
定
の
障
害
が
あ
る
人
は　

歳
）
以
上
の
人
は
国
民
健
康
保
険
や
健
康
保

75

65

険
等
に
加
入
し
な
が
ら
、「
老
人
保
健
制
度
」
で
医
療
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
老
人
保

健
制
度
は
平
成　

年
度
で
廃
止
さ
れ
、
平
成　

年
４
月
か
ら
は
新
し
く
創
設
さ
れ
る
「
後
期

19

20

高
齢
者
医
療
制
度
」
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

患者 

負担 

公費（約5割） 
〔国：都道府県：市町村＝4：1：1〕 

高齢者の保険料 
1割 

後期高齢者支援金（若年者の保険料） 
約4割 

＜一括納付＞ 

医療保険者 
健保組合、国保など 

＜交付＞ 

社会保険診療 

報酬支払基金 

各医療保険（健保、国保等）の被保険者 
（0～74歳） 

被保険者 
（75歳以上の者） 

口座振替・ 
銀行振込等 

後期高齢者の 
心身の特性に 
応じた医療 
サービス 

年金から 
天引き 

保険料 

後
期
高
齢
者
の
方
を
対
象
に

後
期
高
齢
者
の
方
を
対
象
に


